群馬県学童保育連絡協議会　〈　新規加盟　／　児童区分変更　〉
※継続加盟は提出不要です。新規または、児童区分変更になったクラブのみ提出お願いします。
年　　　月　　　日
学童保育所または、団体名
　【　　　　　　　】代表者名　　　　　　　　　　　　　　
【　児童数　　　　　人】
学童住所　　　〒　　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話　　　　　（　　　　）　　　　　　　ＦＡＸ　　　　　（　　　　）　　　　　　　　
Ｅメール　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　
※５月１日現在の在籍児童数を記入し、県連協総会までに提出ください(メール、FAX可)
県連協事務局（第２八幡学童クラブ）TEL・FAX：027-321-4532
※必ず複写を取り保管し県連協事務局まで提出をお願いします。

※群馬県学童保育連絡協議会規約　運営細則では、原則　学童クラブ単位の加盟となっております。ご配慮をお願いします。
群馬県学童保育連絡協議会　運営細則（抜粋）

第１条（会費）
（1） 会費は、年額　１学童保育所（学童クラブ）
　　　　　　児童数区分　１９人以下　１万５千円
　　　　　　児童数区分　３５人以下　３万円

　　　　　　児童数区分　３６人以上　５万円
（2） 個人会員（ＯＢ保護者及びＯＢ指導員　他）の会費は、年間1,000円とし、他に「日本の学童ほいく」誌を購読する。
（3） 学童保育準備会等、その他この会の目的に賛同し運営委員会が認めた団体　　年額１万円
（4） 会費について総会までに会員の児童数区分変更・継続または脱会の申し入れがない場合、自動更新とします

（5） 会費の納入は、６月３０日までに納入する
（6） 会費の納入は、原則として群馬銀行口座振込によるものとします

※【会費　振込先】

　　群馬銀行　新町支店　普通　０４９６５３８
　　群馬県学童保育連絡協議会　代表　信澤克巳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委任状
第３５回群馬県学童保育連絡協議会総会に出席できませんので、総会における決議に関する

一切の権限を役員に委任致します。

年　　月　　　日
学童クラブ名：　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　
